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学 位 論 文 題 名

リース会計の理論と制度

―会計上の経済的実質優先思考と使用権一

学位論文内容の要旨

  今日、会計的保守主義の遵守と透明性の拡大が求められている。これには、簿外債務の

計上といった負債をディスクロージャーする会計処理が重要な役割を果たす。今日の保守

主義は、含み損を表面化した真の利益をディスクロージャーすることである。また、これ

を表面化することが透明性の拡大にっながる。

  急速に展開する日本企業の多国籍化が、日本の会計基準をグローバル・スタンダードへ

と導いた。日本企業は、今日のメガコンペティションのなかで生き残るため国際基準での

会計処理をしなければならない。国内的には、巨額の不良債権とBIS規制および早期是正

措置によって「貸し渋り」が発生している。金融機関にとっては不良債権の流動化が当面

の重要課題であり、「貸し渋り」によって資金繰りが悪化した一般企業は、手持ちの固定

資産を現金化する方法を模索している。セール・リースバック取引がそれらを解決する一

手段になっている。

  リース取引がわが国に導入されたのは、日本リースインターナショナルが設立された

1963年からである。以来40年の間にりース取引は民間設備投資の一割を占めるまでに成

長した。先進諸外国のりース利用率は、わが国のりース取引がさらに拡大する可能性の大

きいことを示唆している。

  1993年に公表された『リース取引に係る会計基準に関する意見書』は、リース取引をオ

ンバランスにするりース資本化処理を導入した。リース資本化とは金融をともなった売買

取引、換言すれば負債計上にともなう資産化である。この「意見書」をもって、わが国リ

ース会計のグローバル・スタンダード化は着手された。リース資本化の金額は、リース料

総額から利子相当額を控除するために適切な利子率で割り引いた現在価値をもって算定す

る。この現在価値概念は、アメリカでは多くの会計基準書で早くから活用されてきたもの

であるが、わが国の企業会計に導入されたのはこの「意見書」が始めてである。これ自体

画期的なこととして高く評価されなければならない。けれども、今日わが国の資産流動化

のために重要な役割を果たすセール・リースバック取引にっいて、「意見書」は何も規定

していない。
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  「意見書」をべースに、リース会計処理を具体化した『リース取引の会計処理及び開示

に関する実務指針』が1994年に公表された。これによれば、BS本体でオンバランスする

りース取引は、アメリカ会計基準、国際会計基準よりも狭く限定されたものになっている。

また、わが国のりース会計情報の開示方法は注記によるものが主流であり、これはBS本

体計上に比べて一段階レベルダウンした開示であり、その後進性を露呈している。このよ

うに、わが国のりース会計は、理論上でも制度上でも、アメリカ会計基準や国際会計基準

よりも一歩出遅れていると言えよう。具体的な問題点としては、ファイナンス・リース取

引の判定基準と資本化の範囲、セール・リースバック取引の利益の取扱い、実質優先思考

と所有権の問題、所有権移転外ファイナンス・リース取引の存在等が挙げられる。

  本論文は第2章から第4章までをりース会計の理論として構成している。第2章「ファ

イナンス・リース取引のキャッシュフロー比較分析と財務比率分析」では、ファイナンス

・リース取引の経済的メリッ卜をキャッシュフローと財務比率に着目して分析した。自己

所有の固定資産と同一の経済的効果を生むファイナンス・リース取引を資本化処理するこ

とが、比較可能性確保のために重要であることは明白である。資本化処理は負債資産両建

て計上であるため、理論的には利益額に変化はない。それでもなおファイナンス・リース

取引の資本化処理に反対する理由がこの分析から読みとれる。また、債券の格付けや社債

の財務制限条項を悪化させたくないこと、そして税務上の損金算入にかかわって現金流出

を防止すること、この両方を同時にクリアするためにりース利用者はオフバランスとなる

賃貸借処理を指向するという分析に成功した。

  第3章「経済的実質優先思考とファイナンス・リース取引」では、経済的実質優先思考

が如何なるものでなければならなぃかを考察する。リース会計を解明するための基本線は、

経済的実質優先の会計思考であることに異諭はない。これは、『会社会計基準序説』にお

いてすでに見いだせるものであり、アメリカ会計基準や国際会計基準に早くから重要な概

念として取り入れられてきた。わが国でも実質優先思考がりース会計の基本線と理解され

ていた。しかし、わが国の場合、リース取引の資本化を論じる時に所有権という法的概念

が根底にあった。また、リース資本化による負債資産計上は、経済的実質である会計的所

有そのものを見ずして、所有権移転という法的形式を重視していた。ここにわが国のりー

ス会計の根本的な矛盾があることを指摘した。これに対して、アメリカを中心とする「G4

十1」の新しいアプローチでは、実質優先思考をより一歩進めて、リース資産を「使用」

するという会計的所有を認識し、リース取引を「使用権」の売買と見る提言がなされてい

る。「G4十1」の提言は、リース会計において会計的所有そのものを見ようとする先進性

がうかがえる。

  第4章「セール・リースバック取引の会計」では、セール・リースバック会計の日米比

較を通じて、セール・リースバック会計が如何にあるべきかを導き出す。わが国の国税庁

は、セール・リースバック取引の本質を経済的実質優先思考から金融取引と見ている。こ

れにもかかわらず、「意見書」の具体的な会計処理を示す「実務指針」は、リース資産の

所有権にこだわるあまり、セール・リースバック取引の会計処理を規定するときに、必ず、
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ニつの取引を認識し、ニ本の仕訳をもって構成する結果となった。これに対してアメリカ

会計基準は、リースバック取引の規模に応じて、金融取引とみなす場合もあれば、固定資

産売却益の即時利益計上の場合もある。またその両者折衷の会計処理も規定している。つ

まルアメリカでは、セール・リースバック取引の経済的実質に応じて会計処理にノくりエー

ションを持たせるという会計基準の進化なぃし豊富化が進んでいることを主張した。

  第5章から第7章までを、本論文ではり←ス会計の制度として構成している。第5章「わ

が国におけるりース会計制度の変遷小史」では、「意見書」が新設される以前のわが国リ

ース会計制度の変遷を跡づけることによって、リース会計に対するわが国の会計思考が早

くから経済的実質優先であったことが読みとれる。しかし、国税庁と公認会計士協会の間

では実質優先思考の適用の仕方が異なり、セール・リースノくック会計では、前者がワンノく

ッケージの金融取引と解釈し、後者は売買取引と資本化取引のニ取引から成り立っと見て

いることが分かった。このニ取引が今日の「意見書」と「実務指針」のべースとなり、両

者に受け継がれることになったのである。

  第6章「わが国におけるりース会計制度の発展と限界」では、会計の国際的調和化から

見て、わが国のりース｀会計基準が国際会計基準と如何にギャップがあるかを探り出す。旧

大蔵省証券局より公正妥当と認められた「意見書」は、名実ともにわが国のりース会計基

準となっている。「意見書」が、現在価値基準を全面的に導入したことで、わが国の会計

制度は国際化への大きな一歩が踏み出された。しかし、国際会計基準およびアメリカ会計

基準とは異なった判定基準（ノンキャンセラブル）をもってファイナンス・リース取引を

分類している。リース判定の制度的構造がニ層になっており、資本化処理の所有権移転フ

ァイナンス・リース取引が極度に絞り込まれる仕組みになっていることを明らかにした。

そのうえ、わが国のりース会計基準設定過程におけるロビィイング活動が、国際会計基準

およびアメリカ会計基準には存在しない所有権移転外ファイナンス・リース取引というわ

が国独特の概念を登場させた。国際的調和化から見れば、この「意見書」と「実務指針」

は極めて不調和になっていることを主張した。

  第7章「アメリカにおける新リース会計制度の動向」では、まず、リース利用率で世界

一位を誇るアメリカのりース会計基準の構造を概観した。FASBの意図とは裏腹に、リー

ス会計の実務では資本化回避策が次々と考案された。第7章ではこの回避策の内容を分析

し、アメリカのりース会計基準がますます詳細化複雑化になることを突き止めた。最後に

現在アメリカを中心に構成されている「く抖十1」が提言している内容を吟味した。「G4十1」

の提言は、「使用権」という概念を使い、キャピタル・リースとオベレーティング・リー

スを問わず、すべてのりース取引の資本化処理を求めていることである。早晩、国際会計

基準もアメリカ会計基準もそうなるであろう。この「使用権」概念こそ会計的所有である

ことを確信する。これに対して、所有権移転外ファイナンス・リース取引という所有権に

こだわり続けるわが国のりース会計基準は、すべてのりース取引の資本化処理の動きが始

まった今日、会計の国際化から見ると、まさに二周遅れの感を呈している。

  リース取引は多くの点で金融取引の要素を含んでいる。したがって、信用制度の発達と
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信用理論の発展が、リース取引自体を拡大させ、新しい取引形態を生み出し、新しい会計

処理を必要としている。今日の会計的保守主義のもとでの「信用」は、借りる側の負債計

上とその金額の正確性を要求する。多国籍化した日本企業が、負債金額を算出するにあた

って国際基準である現在価値を使用することは、わが国の財務諸表の信頼回復に必要であ

る。リースとぃう成長産業分野の会計に焦点を当てた本論文は、今日わが国の企業会計が

抱える負債のディスクロージャーという重要な課題を解決する糸口をっかもうとしている。
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学位論文審査の要旨

主査  教授  早川  豊
副査  助教授  吉見  宏
副査  助教授  蟹江  章
副査  講師  久保淳司

学 位 論 文 題 名

    リース会計の理論と制度

ー会計上の経済的実質優先思考と使用権ー

  本論文は「第一部リース取引の理論」「第二部リース会計の制度」から構成されている。

  「第一部第1章リース取引の内容とその論点」では、わが国におけるりース事業の成長、

リース取引の内容、およびりース会計の分析視角の3節からなり、リース取引の実態分析

と その 会計基準改訂の動向を分析し、会計理論上の論点整理をしている。

  「第一部第2章ファイナンス・リース取引のキャッシュフロー比較分析と財務比率分析」

では、ファイナンス・リース取引の経済的メリットをキャッシュフローと財務比率に着目し

て分析したものである。自己所有の固定資産と同一の経済的効果を生むファイナンス・リー

ス取引を他人資本化処理することが、比較可能性確保のために重要であることは明白であ

り、他人資本化処理は負債資産両建て計上であるため、理論的には利益額に変化はないもの

の、ファイナンス・リース取引の他人資本化処理に反対する理由を分析している。同時に、

レッシーにとって、債券の格付けおよび社債の財務制限条項の悪化防止、税務上の損金算入

の恩典享受のために、会計基準上オフバランスが許される賃貸借処理のりース取引に改竄

していると分析している。

  「第一部第3章経済的実質優先思考とファイナンス・リース取引」では、経済的実質優先

思考がいかなるものでなければならないかを考察している。会計理論では、リース取引を解

明するため、法律的側面よりも経済的実質優先で判断されることのなっている。その理論は

『会社会計基準序説』においてすでに見いだせるものであり、アメリカ会計基準や国際会計

基準に早くから重要な概念として取り入れられてきたものである。しかし、わが国の場合、

レッシーにとって、法的所有権のない固定資産の対価としてのりース債務を計上するには、

経済的実質である会計的所有そのものの対価としてのりース負債を計上すべきであると主

張している。さらに、アメリカを中心とする「G4+1」の新しいアプローチでは、実質優先思

考をより一歩進めて、リース資産を「使用」するという会計的所有を認識し、リース取引を

「使用権」の売買と見る提言がなされており、リース会計において法的に未成熟な「使用権」
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そのものを見ようとする先進性を分析している。

    「第一部第4章セール・リースバック取引の会計」でfま、セール・リースバック会計の日

米比較を通じて、セール・リースバック会計がいかにあるべきかを導き出している。わが国

の国税庁は、セール・リースバック取引の本質を経済的実質優先思考によルモノを担保に借

り入れた金融取引と見ている。しかし、「意見書」の具体的な会計処理を示す「実務指針」は、

リースバックの規模を無視して、単純に全部「売って借りる」セール・リースバックしか

想定していない。これに対してアメリカ会計基準は、リースバック取引の規模に応じて、金

融取引とみなす場合もあれば、固定資産売却益の即時利益計上の場合もある。またその両者

折衷の会計処理も想定している。っまルアメリカでは、セール・リースパック取引の経済的

実質に応じて会計処理にバリエーションを持たせるという会計基準の進化ないし豊富化が

進ん で おり 、 学 ぶべ きことが 多く、わ が国の抽象 的基準の 弊害を訴 えている 。

  第二部では、第5章から第7章までを、本論文ではり‐ス会計の制度として構成されてい

る。

    「第二部第5章わが国におけるりース会計制度の変遷小史」では、「意見書」が創設され

る以前のわが国リース会計制度、すなわち税務の変遷を跡づけることによって、リース取引

税務に対するわが国の会計思考が早くから経済的実質優先であったことを分析している。

    「第二部第6章わが国におけるりース会計制度の発展と限界」では、企業会計の国際的

調和化から見て、わが国のりース会計基準が国際会計基準といかなるギャップがあるかを

探り出す試みをしている。旧大蔵省証券局より公正妥当と認められた「意見書Jは、名実とも

にわが国のりース会計基準となっているが、「意見書」が、現在価値基準を部分的にせよ導入

したことで、わが国の会計制度は国際化への大きな一歩を踏み出した、としている。しかし、

国際会計基準およびアメリカ会計基準では判定基準（フルペイアウト）をもってファイナン

ス・リース取引を分類しているが、わが国では所有権移転という法的側面が重視され、他人

資本化処理の所有権移転ファイナンス・リース取引が極度に絞り込まれる仕組みになって

いることを分析し、後進性を指摘している。

    「第二部7章アメリカにおける新リース会計制度の動向」では、まず、リース利用率で世

界一位を誇るアメリカのりース会計基準の構造を分析している。FlASBの意図とは裏腹に、

米国では、リース取引の実務では他人資本化回避策が次々と考案され、その回避策の内容

を分析し、アメリカのりース会計基準がますます詳細化複雑化にならざるを得ないことを

指摘している。さらに、アメリカを中心に構成されている「G4+1」が提言している内容を分

析し、その提言が、「使用権」という抽象的概念を使い、キャピタル・リースとオベレーティン

グ・リースを聞わず、すべてのりース取引の他人資本化処理を求めており、この「使用権」概

念が会計的所有の概念になるぺきだと主張している。しかし、わが国では、所有権移転外フ

ァイナンス・リース取引とぃう所有権にこだわり続けるりース会計基準は、すべてのりース

取引の他人資本化処理の動きが始まろうとしている今日、会計の国際化から見ると、まさに

二周遅れだと批判している。

  以上、本論文はりース取引の会計をレッシー側中心とした分析研究である。審査委員全

員、本論文は、リース取引の会計を歴史的、国際的に分析し、将来の展望までを示唆して

いる論文であり、博士（経営学）の学位を授与するに充分に値する論文であると認める。
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